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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板の一方の面に、紫外線硬化樹脂層および透明無機酸化物層が順次積層されてな
るタッチパネル用フィルムであって、
　透明無機酸化物層の厚みが３０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、
　紫外線硬化樹脂層は、有機成分および無機酸化物をともに含んでなり、少なくとも前記
透明無機酸化物層と接する表面から深さ１０ｎｍ以内の領域における、当該層の有機成分
中の有機元素数Ａに対する無機酸化物中の無機元素数Ｂの比率Ｂ／Ａが、元素数比で０．
０５以上０．３５以下である
　ことを特徴とするタッチパネル用フィルム。
【請求項２】
　前記無機酸化物成分にはＳｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂの少なくともいずれかの元素が含まれ
、
　前記比率Ｂ／Ａは、紫外線硬化樹脂層に含まれる無機酸化物成分を構成する各元素の和
と、有機成分の炭素との元素数比（Ｓｉ＋Ｚｒ＋Ｓｎ＋Ｓｂ）／Ｃであって、
　前記比率Ｂ／Ａは紫外線硬化樹脂層において、その前記表面から深さ方向に向かって、
一定または漸減するように設定されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項３】
　紫外線硬化樹脂層には、平均一次粒径が５～４０ｎｍであって、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、
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ＳｎＯ２、ＡＴＯの中の少なくともいずれかからなる無機酸化物微粒子が、２０重量％以
上９０重量％以下の範囲で分散されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項４】
　透明無機酸化物層は、少なくとも２種類以上の異なる層を積層した多層構造を有する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項５】
　透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層側から、第一の屈折率を有する第一層と、
透明導電膜とを同順に積層してなる
　ことを特徴とする請求項４に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項６】
　前記透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層側から、第一の屈折率と異なる第二の
屈折率を有する第二層と、第一の屈折率を有する第一層と、透明導電膜を同順に積層して
なる
　ことを特徴とする請求項４に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項７】
　前記透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層の上に、直接配された透明導電膜であ
り、
　当該透明導電膜の厚みが３０ｎｍ以上である
　ことを特徴とする請求項４に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項８】
　前記透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層の上に、第一の屈折率と異なる第二の
屈折率を有する第二層と、第一の屈折率を有する第一層とを同順に積層し、前記第二層及
び第一層の積層単位を２以上繰り返して積層してなり、
　透明基板の他方の面には、紫外線硬化樹脂層及び透明導電膜が順次積層されている
　ことを特徴とする請求項４に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項９】
　前記透明無機酸化物層の最上面に、フッ素系滑剤を含む層を積層してなり、
透明基板の他方の面に透明導電膜が形成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項１０】
　前記透明無機酸化物層は低密度シロキサン層であり、透明基板の他方の面に透明導電膜
が形成されている
　ことを特徴とする請求項４に記載のタッチパネル用フィルム。
【請求項１１】
　一対の透明導電膜付基板が、互いの透明導電膜を対向させた状態で一定間隔をおいて配
置されてなるタッチパネルであって、
　前記透明導電膜付基板の少なくとも一方が、請求項５～７のいずれかに記載のタッチパ
ネル用フィルムである
　ことを特徴とするタッチパネル。
【請求項１２】
一対の透明導電膜付基板が、互いの透明導電膜を対向させた状態で一定間隔をおいて配置
されてなるタッチパネルであって、
　前記透明導電膜付基板の少なくとも一方が、請求項８～１０のいずれかに記載のタッチ
パネル用フィルムであり、
前記透明無機酸化物層がタッチ側表面に配向するようにタッチパネル用フィルムが配設さ
れている
ことを特徴とするタッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、タッチパネル用フィルムとこれを用いたタッチパネルに関し、特に当該フィ
ルムの構成要素の密着性を向上させる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ノートパソコン、ＯＡ機器、医療機器、
或いはカーナビゲーションシステム等の電子機器、またはＦＡで駆動される各種製造装置
において、ディスプレイに入力手段を兼ね備えるためのタッチパネルが広く用いられてい
る。
　代表的なタッチパネルの方式としては抵抗膜式が挙げられる。これは透明面状部材の片
面にインジウム酸化スズ（ＩＴＯ）等の透明電極膜（透明導電膜）が形成された透明導電
膜付フィルム（タッチパネル用フィルム）を、一定間隔をおいて対向配置させた構成を持
つ。タッチパネルは良好な透明性を有するので、使用時に液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や
有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ）等のディスプレイ表面に直接配設される。
【０００３】
　上記抵抗膜式タッチパネルでは、ユーザの指またはスタイラスペン等で一方のフィルム
の所定領域を押圧して変形させ、他方のフィルムと接触させて通電させることにより入力
が図られる。従って、透明面状部材の主材であるベースフィルムには、透明性とともに十
分な入力耐性（例えばペン入力耐久性や打鍵耐久性）が要求され、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ノルボルネン等の環状オレフィン系樹脂
等の透明フィルム材料が用いられる。さらに、その表面には紫外線硬化樹脂等で形成され
た高硬度なハードコート層（以下、単に「ＨＣ層」と称する。）が配設され、強度の向上
が図られている。
【０００４】
　タッチパネルは、抵抗膜式タッチパネルの他にも、超音波式、光学式、静電容量式タッ
チパネルなどの方式もある。特に静電容量式タッチパネルでは、入力機能としてマルチタ
ッチやジェスチャーを盛り込むことが可能となるので、近年では普及が進んできている。
　上記静電容量式タッチパネルでは、指で表面を接触した際に生成する、指と透明電極間
のキャパシタンスを介して電流が流れることを利用して位置検出がおこなわれる。いずれ
かの透明電極をＸ座標検出用にもう一方をＹ座標検出用として、これらを対向配置してお
くことで位置検出が可能となる。電極間はプラスチックフィルムや粘着剤の全面貼合によ
って絶縁されていることが抵抗膜式と異なる点である。
【０００５】
　ところで、近年のタッチパネル用フィルムでは、さらなる高機能化が模索されている。
例えば特許文献１記載の透明導電性フィルムに示されるように、透明面状部材のＨＣ層の
表面に酸化ケイ素（ＳｉＯ２）等の無機層を多層積層した膜（以下、単に「ＭＳ膜」と称
する。）が配設され、良好な透明性の確保が図られる場合がある。この酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ２）等の複数の無機層の最表面に対し、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）等からなる透明
電極が配設される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３３６６８６４号公報
【特許文献２】特開平９－１２３３３３号公報
【特許文献３】特開平８－２９４９８９号公報
【特許文献４】特開平８－６２５９０号公報
【特許文献５】ＷＯ２００８／０６９２１７公報
【特許文献６】特開２００８－１６５９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、このような従来のタッチパネル用フィルムでは、積層された層同士の密
着性が十分であるとは言い難い問題がある。
　すなわち、一般にタッチパネルはディスプレイとともに大気中で使用されるが、使用環
境によって様々な温湿度変化や外部光線の照射を受ける。屋外用途やナビゲーションシス
テム等の用途の場合、タッチパネルは屋内用途に比べて太陽光線・紫外線照射、高温・多
湿環境等の影響を被りやすい。工場や公共施設で使用する場合には、水銀灯などの各種照
明光源によって、継続的に光照射を受ける場合がある。
【０００８】
　このような保管中またはタッチパネルへの使用開始直後において、タッチパネル用フィ
ルムのＭＳ膜とＨＣ層の界面に環境雰囲気中の酸素や水蒸気が拡散侵入する。この状態で
、外部より例えば紫外線や可視光短波長側の光（一例として、波長が３００ｎｍ以上５５
０ｎｍ以下の光）が高照度で長期間フィルム照射されると、ＭＳ膜と接するＨＣ層の極く
浅い表面領域（約１０ｎｍ以下）に酸化や加水分解が生じる。これらの化学反応の結果、
ＨＣ層表面の樹脂を構成する有機高分子が低分子化してしまい、最終的にＭＳ膜との密着
性低下を引き起こすおそれがある。
【０００９】
　この耐光耐久性の問題は、タッチパネルを良好に使用し続ける上で、是非とも解決すべ
き課題である。
　本発明は以上の課題に鑑みてなされたものであって、たとえ過酷な環境下においても、
ＨＣ層とＭＳ膜間等の密着性低下を防止して、長期にわたり安定した耐光耐久性を発揮す
ることが可能なタッチパネル用フィルムと、これを用いたタッチパネルを提供することを
目的とする。　
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、透明基板の一方の面に、紫外線硬化樹脂層およ
び透明無機酸化物層が順次積層されてなるタッチパネル用フィルムであって、透明無機酸
化物層の厚みが３０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、紫外線硬化樹脂層は、有機成分およ
び無機酸化物をともに含んでなり、少なくとも前記透明無機酸化物層と接する表面から深
さ１０ｎｍ以内の領域における、当該層中の有機成分中の有機元素数Ａに対する無機酸化
物中の無機元素数Ｂの比率Ｂ／Ａが、元素数比で０．０５以上０．３５以下である構成と
した。
【００１１】
　ここで、前記無機酸化物にはＳｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂの少なくともいずれかの元素が含
まれ、
　前記比率Ｂ／Ａは、紫外線硬化樹脂層に含まれる無機酸化物を構成する各元素の和と、
有機成分の炭素との元素数比（Ｓｉ＋Ｚｒ＋Ｓｎ＋Ｓｂ）／Ｃとして定義できる。この場
合、前記比率Ｂ／Ａは紫外線硬化樹脂層において、その前記表面から深さ方向に向かって
、一定または漸減するように設定することもできる。
【００１２】
　また本発明は、透明基板の一方の面に、紫外線硬化樹脂層および透明無機酸化物層が順
次積層されてなるタッチパネル用フィルムであって、透明無機酸化物層の厚みが３０ｎｍ
以上３００ｎｍ以下であり、紫外線硬化樹脂層には、平均一次粒径が５～４０ｎｍであっ
て、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＳｎＯ２、酸化アンチモン錫（ＡＴＯ）の中の少なくともいず
れかからなる無機酸化物微粒子（無機酸化物製のいわゆるナノ粒子）が、２０重量％以上
９０重量％以下の範囲で分散されている構成とすることもできる。このように調整してお
くことで、透明無機酸化膜層と接する表面から深さ１０ｎｍの領域における、前記有機成
分に対する無機酸化物の比率Ｂ／Ａを０．０５以上０．３５以下の範囲にすることができ
る。
【００１３】
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　なお、本発明における前記無機酸化物には、ＴｉＯ２を含めないことが望ましい。これ
は、ＴｉＯ２がその光触媒活性によって、光存在下で有機成分の分解反応を促進する性質
があるため、前記紫外線硬化樹脂層中に存在すると、比較的早期に当該樹脂層の劣化を生
じ、ＭＳ膜とＨＣとの密着性が低下する恐れがあるからである。但し、実際の製造工程に
おいては、不純物レベル（紫外線硬化樹脂層中において例えば２ｗｔ％以下）でＴｉＯ２

が混入する場合があるが、このような極微量の混入レベルでは、密着性低下の問題は無視
できる程度に小さい。
【００１４】
　ここで、透明無機酸化物層は、少なくとも２種類以上の異なる層を積層した多層構造で
構成することもできる。
　また、透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層側から、第一の屈折率を有する第一
層と、透明導電膜とを同順に積層してなる構成とすることもできる。
　或いは前記透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層側から、第一の屈折率と異なる
第二の屈折率を有する第二層と、第一の屈折率を有する第一層と、透明導電膜を同順に積
層してなる構成とすることもできる。
【００１５】
　或いは前記透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層の上に、直接配された透明導電
膜であり、当該透明導電膜の厚みが３０ｎｍ以上である構成とすることもできる。
　或いは前記透明無機酸化物層は、前記紫外線硬化樹脂層の上に、第一の屈折率と異なる
第二の屈折率を有する第二層と、第一の屈折率を有する第一層とを同順に積層し、前記第
二層及び第一層の積層単位を２以上繰り返して積層してなり、透明基板の他方の面に透明
導電膜が形成されている構成とすることもできる。この場合、前記第一層または前記第二
層の内の一方の層は、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５の内の１種以上を含む無機酸化
物層で構成することが可能である。また、前記第一層または前記第二層の内の一方の層は
、ＳｉＯ２及びＳｎＯ２の少なくともいずれかを含む無機酸化物層で構成することも可能
である。
【００１６】
　或いは、前記透明無機酸化物層の最上面に、フルオロシラン系やフッ素系樹脂を含む層
を積層してなり、透明基板の他方の面に透明導電膜が形成されている構成とすることもで
きる。
　或いは、前記透明無機酸化物層は、紫外線硬化樹脂層の上に、低密度シロキサン層を積
層してなり、透明基板の他方の面には、紫外線硬化樹脂層及び透明導電膜が順次積層され
ている構成とすることもできる。
【００１７】
　また本発明は、一対の透明導電膜付基板が、互いの透明導電膜を対向させた状態で一定
間隔をおいて配置されてなるタッチパネルであって、前記透明導電膜付基板の少なくとも
一方として、前記した本発明のいずれかのタッチパネル用フィルムを用いた構成とした。
　また本発明は、一対の透明導電膜付基板が、互いの透明導電膜を対向させた状態で一定
間隔をおいて配置されてなるタッチパネルであって、前記透明導電膜付基板の少なくとも
一方が、前記した本発明のいずれかのタッチパネル用フィルムであり、前記透明無機酸化
物層がタッチ側表面に配向するようにタッチパネル用フィルムが配設されている構成とし
た。
【発明の効果】
【００１８】
　以上の構成を有する本発明のタッチパネル用フィルムでは、透明基板に形成された紫外
線硬化樹脂層（ＨＣ層）が、透明無機酸化物層（ＭＳ膜）と対向する表面及びその付近に
おいて、所定の無機酸化物成分リッチな領域を設けている。
　これにより本発明では、紫外線硬化樹脂層（ＨＣ層）が透明無機酸化物層（ＭＳ膜）と
接触する表面近傍の領域において、紫外線硬化樹脂層（ＨＣ層）中に無機酸化物が多く存
在する構成となり、互いの構成成分が類似するように図られ、両者の親和性が格段に改善
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されている。したがって、従来に比べて紫外線硬化樹脂層（ＨＣ層）が透明無機酸化物層
（ＭＳ膜）の密着性が飛躍的に向上され、容易に剥離を生ずることがない。
【００１９】
　前記効果を発揮するためには、ＨＣ層中の無機酸化物は透明無機酸化膜層と接するＨＣ
層表面から深さ１０ｎｍの領域における有機成分に対する無機酸化物の比率（前記比率Ｂ
／Ａ）が０．０５以上０．３５以下、好ましくは０．１以上０．３以下の範囲である必要
がある。また、１０ｎｍよりも深い領域においても、前記比率Ｂ／Ａを維持するか、また
は前記組成から連続的に比率を低下させていく構成とする。
【００２０】
　ここで、前記比率Ｂ／Ａが０．１未満であると、本発明の主要な効果である耐光耐久性
が得られない。また０．３５ではＨＣ表面の無機酸化物が多くなりすぎるため、表面にク
ラックが発生しやすくなる。
　ＨＣ層表面から深さ１０ｎｍの領域における有機成分に対する無機酸化物の前記比率Ｂ
／Ａを０．０５以上０．３５以下に調整する方法としては、例えば、（１）特許文献１に
記載のＳｉなどの半導体や金属の極薄層を形成する方法、（２）シランカップリング剤を
用いてこれを表面に気相接触させる方法（シランカップリング剤による表面修飾）、（３
）シリコーン成分（紫外線や熱に対する反応性・非反応問わず）を混合しておく方法など
でも、可能である。しかし、（１）～（３）に例示した方法では、本発明の効果は全く得
られず、むしろ耐光耐久性を低下させてしまうことがある。　　
【００２１】
　本発明の効果が得られる理由として、本発明では、ＨＣ層に分散されている無機酸化物
とＨＣ層を形成する紫外線硬化樹脂が、いわゆる投錨（アンカー）効果等により物理的に
結合しているためであり、この点が例示した（１）～（３）とは決定的に異なる点である
。
　本発明では、ＭＳ膜と接触する表面近傍のＨＣ層表面の無機酸化物が元々リッチとなっ
ていて、元々有機高分子の光酸化劣化の影響などを受けにくいのであるが、もし有機高分
子の劣化が生じてもアンカー作用があるためＭＳ膜の剥離が極めて生じにくいと考えられ
る。
【００２２】
　このことから、本発明のタッチパネル用フィルムでは、タッチパネル用フィルムの使用
中または保管中において、フィルムの内部に酸素が拡散侵入し、当該フィルムが外部から
紫外線や可視光短波長側の比較的高エネルギーの光を継続的に受けたとしても、紫外線硬
化樹脂層（ＨＣ層）と透明無機酸化物層（ＭＳ膜）との剥離を防止し、長期間の優れた耐
光耐久性を発揮することで安定した形態を維持できるようになっている。
【００２３】
　その結果、長期にわたり高い入力耐久性を有する高い信頼性を有するタッチパネルの実
現が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施の形態１のタッチパネル用フィルムの構成を示す模式的な断面図である。
【図２】実施の形態２のタッチパネル用フィルムの構成を示す模式的な断面図である。
【図３】実施の形態３のタッチパネル用フィルムの構成を示す模式的な断面図である。
【図４】実施の形態４のタッチパネル用フィルムの構成を示す模式的な断面図である。
【図５】実施の形態５のタッチパネル用フィルムの構成を示す模式的な断面図である。
【図６】実施の形態６のタッチパネル用フィルムの構成を示す模式的な断面図である。
【図７】実施の形態７の抵抗膜式タッチパネル付ＬＣＤの構成を示す斜視図である。
【図８】実施の形態７の抵抗膜式タッチパネル付ＬＣＤの構成を示す断面図である。
【図９】実施例３の反射スペクトルを示すグラフである。
【図１０】実施例４の反射スペクトルを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、当然ながら本発明はこれらの実施形式に限定
されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変更して実施すること
ができる。
　＜実施の形態１＞
　（透明導電膜付フィルムの構成）
　図１は、本実施の形態１におけるタッチパネル用フィルム１の積層構造を示す断面図で
ある。
【００２６】
　タッチパネル用フィルム１（以下、単に「フィルム１」と称する。は、透明面状部材４
の一方の主面に、中屈折層４２と低屈折層４３、及び透明導電膜１３を含むＭＳ膜３を形
成して構成される。
　当該フィルム１は、抵抗膜式タッチパネルにおいては実施の形態７で説明するように、
一対（２枚）を用意し、互いの透明導電膜１３が対向させるように配置させて利用される
（後述する図８のフィルム１ａ、１ｂおよび透明導電膜１３ａ、１３ｂを参照）。なお図
１では矢印で示すように紙面上部を対向面側とし、紙面下部を入力面側（タッチ側表面）
として図示している。
【００２７】
　透明面状部材４は、ベースフィルム４０の両面に、紫外線硬化樹脂層であるＨＣ（ハー
ドコート層）４１、４４を形成して構成される。
　ベースフィルム４０は、透明性及び可撓性、打鍵耐久性等のタッチパネル特性に優れる
樹脂フィルムで構成された透明基板である。その素材は限定しないが、前記特性を満たす
ものとしてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ノルボ
ルネンなどの環状ポリオレフィン系樹脂、ポリエーテルスルフォン（ＰＥＳ）等などが例
示できる。市販製品としては、東洋紡績株式会社製「コスモシャイン　Ａ４３００」、Ｊ
ＳＲ社製「アートン」シリーズ、日本ゼオン社製「ゼオノア」シリーズ等が挙げられる。
【００２８】
　ＨＣ層４１、４４はベースフィルム４０を保護するとともに、フィルム１に所定の硬度
、透明性等を付与する目的で設けられる。厚みは１μｍ以上１０μｍ以下の範囲が好適で
ある。材料としては、紫外線硬化型アクリル樹脂やウレタン樹脂等の有機成分を主成分と
し、これに無機酸化物（Ｓｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂの少なくともいずれかの元素を含む酸化
物）を含んでなる。このうち、少なくともＨＣ層４１は本発明の主たる特徴部分であって
、ＭＳ膜３と接する表面とその近傍領域における無機酸化物の比率が、これ以外の領域よ
りも所定の値まで高くなるように設定されている。ここで言う「近傍領域」とは、前記表
面から少なくとも深さ１０ｎｍ以内の領域を指す。しかしながら、これより深い領域にわ
たって、前記無機酸化物の比率が、当該領域以外に比べて高い構成であってもよい。
【００２９】
　具体的には、ＨＣ層４１において、ＭＳ膜３と接する表面とその近傍領域における有機
成分中の有機元素数Ａ（ここでは炭素成分）に対する、無機酸化物中の無機元素数Ｂ（こ
こではＳｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂの元素数和）の比率Ｂ／Ａ（すなわち（Ｓｉ＋Ｚｒ＋Ｓｎ
＋Ｓｂ）／Ｃ）が０．０５以上０．３５以下、好ましくは０．１以上０．３以下となるよ
うに調整されている。
【００３０】
　このようなＨＣ層４１、４４は、例えば特許文献５に示すような方法を用いて構成する
ことができる。特許文献５は、（ａ）ＲｎＳｉＸ４－ｎで表わされる有機ケイ素化合物の
縮合物を主成分とし、（ｂ）金属キレート化合物、金属有機酸塩化合物、２以上の水酸基
もしくは加水分解性基を有する金属化合物、それらの加水分解物、およびそれらの縮合物
からなる群より選ばれる少なくとも１種の３５０ｎｍ以下の波長の光に感応する光感応性
化合物、及び／またはそれから誘導される化合物、（ｃ）紫外線硬化性化合物を含有する
ことを特徴とする有機無機複合体である。このような有機無機複合体は、（ａ）（ｂ）（
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ｃ）の原料を配合した塗料をベースフィルム４０の表面に塗布したのち、溶媒を揮発除去
し、その後、表面を紫外線で重合させて構成することができる。このようにして得られた
ＨＣ層の表面は無機酸化物（シロキサン）成分リッチとなる。また、当該ＨＣ層は前記表
面から深さ方向に向かって傾斜組成を有した構成となる。
【００３１】
　また、特許文献６の実施例として記載されている方法などを利用することもできる。特
許文献６は、バインダー成分並びに該バインダー成分中に分散した導電性粉体及び高屈折
率粉体からなり、該導電性粉体は０．１～３０質量％の水酸化錫粉体と７０～９９．９％
質量％のその他の導電性粉体とからなる透明導電膜形成用組成物、そのような組成物から
形成される透明導電膜等に関する発明である。本発明の実施のためには、特に導電性粉体
ではなく、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２などの絶縁性粉体であっても一向に構わない。本発明を実
施するための手法としては、特許文献６の記載を参考にできる。
【００３２】
　これらの方法によりＨＣ層４１の前記表面には、無機酸化物成分リッチな領域４１０が
形成されるので、このような無機酸化物成分リッチな領域４１０を持たない従来のＨＣ層
に比べ、ＨＣ層４１の上に積層されるＭＳ膜３との相性が改善され、優れた密着性が発揮
される。
　すなわち、従来のタッチパネル用フィルムは、波長３００ｎｍ以上５５０ｎｍ以下程度
の紫外から可視光の低波長領域の光を高照度で長期間連続的に受けた場合、ＨＣ層と透明
無機酸化物層（本発明では透明面状部材４とＭＳ膜３）との間で剥離が生じやすい問題が
確認されている。さらに本願発明者らが鋭意検討したところ、この剥離のしやすさは、Ｍ
Ｓ膜のトータル膜厚に依存することが見出された。すなわち、タッチパネル用フィルムは
その使用経過に伴い、フィルム中に拡散侵入した酸素や水分の存在下で外部より前記波長
の光照射を受けると、ＭＳ膜と対向するＨＣ層の有機高分子が低分子化（劣化）する。そ
して、ＭＳ膜とＨＣ層界面に元々内在していた応力により、ＨＣの劣化した箇所で剥離が
生じる。その理由としては、ＭＳ膜はその厚みが増すと応力も強くなるため、剥離しやす
さが増すと考えられる。本願発明者らは、このような剥離は、透明無機酸化物層とＨＣ層
の厳密な界面で剥離しているわけでなく、ＨＣの表層から数ｎｍ程度ＨＣの内部に入った
箇所で剥離していることを見出した。
【００３３】
　このような問題に対し、フィルム１では、ＨＣ層４１の表面に所定の無機酸化物成分リ
ッチな領域４１０を設けているので、有機高分子のみからなるＨＣ層よりも表面付近の酸
化や加水分解を受けにくく、ＭＳ膜３とＨＣ層４１との密着性が従来よりも向上しており
、両者の剥離が効果的に防止される。このため、長期間にわたりフィルム１を使用しても
、安定した密着性によりタッチパネル機能が維持される。
【００３４】
　このような本発明の効果は、たとえば波長３００ｎｍ～５５０ｎｍ程度の光を継続的に
照射される使用環境において、各層の剥離防止を図って安定したタッチパネルの動作を維
持できる点において、特に有用性が高いものである。
　なお、このような無機酸化物成分リッチなＨＣ層の構成は、実施の形態１の他、以下に
示す各実施の形態に共通して、少なくともＭＳ膜３を積層するＨＣ層４１のみに適用すれ
ばよいが、これに加えて図１のようにＨＣ層４４に適用してもよい。ＨＣ層４４の表面（
図１では紙面下方表面）に無機酸化物成分リッチな領域４４０が形成されている。
【００３５】
　またＨＣ層は、少なくともベースフィルム４０の一方の主面に形成されていればよいが
、両面に設けることが機械的強度等を得る面で望ましい。ベースフィルム４０の下面側に
もＨＣ層４４を設けることにより、ユーザの指或いは入力手段であるスタイラスペン等の
操作性（筆記性）、防汚性、耐指紋性、防汚性および表面の耐摩耗性等が付与される。
　また、ＨＣ層４１、４４の少なくともいずれかには、エンボス賦型を行うことなどの公
知の表面処理を施しても良い。
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【００３６】
　無機酸化物成分リッチな領域４１０、４４０はＸ－ｒａｙ　Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ（ＸＰＳ）によって確認および定量分析することができる
。ＸＰＳ測定時に、Ａｒイオンでのスパッタエッチングを併用することで、ＨＣ層の深さ
方向プロファイルも測定できる。
　ＭＳ膜３は、透明面状部材４側から順に、中屈折層４２、低屈折層４３、透明導電膜１
３を積層した透明無機酸化物層として構成される。これらはいずれも各種薄膜形成法（例
えばスパッタリング法、電子ビーム法、イオンビーム法、真空蒸着法、プラズマＣＶＤ法
、Ｃａｔ－ＣＶＤ法、ＭＢＥ法等）のいずれかを用いて形成できるが、タッチパネルのよ
うな厚みや表面抵抗の均一性が要求される用途に対しては、スパッタリング法が好適に用
いられる。これらの成膜を実施することで、ＭＳ膜３の合計厚みは３０ｎｍ以上３００ｎ
ｍ以下、ここでは１２０ｎｍに設定されている。ＭＳ膜３の構成要素となる各層は、それ
ぞれ所定の透明性及び屈折率を有し、外光反射の防止性等、フィルム１に光学特性を付与
するために配設される。
【００３７】
　中屈折層４２は、厚み６０ｎｍ程度の透明無機材料からなる第一層であり、例示するな
らばＳｉＯＮ、あるいはＳｉＯ２－ＳｎＯ２系、ＳｉＯ２－ＴｉＯ２系の膜等であっても
よい。
　中屈折層４２の屈折率は、後述の低屈折層４３の屈折率よりも高い１．６～１．９程度
（波長６３０ｎｍ）に設定される。
【００３８】
　低屈折層４３は、ＭＳ膜３中の第二の屈折層であって、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）を主成
分とする無機成分を含んでなる第二層である。層厚みは１５ｎｍ以上６０ｎｍ以下、屈折
率は１．４６程度（波長６３０ｎｍ）にそれぞれ設定されている。
　このように中屈折層４２、低屈折層４３は、互いに異なる屈折率を有する層として構成
されており、これらを利用することでフィルム１に良好な光学特性（透明性）が付与され
る。
【００３９】
　なお、中屈折層４２、低屈折層４３は、繰り返し積層して配設させてもよいが、あまり
積層数を増すとフィルム１に反りが発生したり、ＭＳ膜３中にクラックが発生するので留
意する必要がある。
　透明導電膜１３は、既知の抵抗値（表面抵抗）を持つＩＴＯ、アンチモン添加酸化錫、
フッ素添加酸化錫、アルミニウム添加酸化亜鉛、カリウム添加酸化亜鉛、シリコン添加酸
化亜鉛、カリウム添加酸化亜鉛、酸化亜鉛－酸化錫系、酸化インジウム－酸化錫系、酸化
インジウム－酸化タングステン系、酸化インジウム－酸化チタン系、或いはこれ以外の各
種金属材料等のいずれか１種以上の材料を用い、ＣＶＤ、真空蒸着、スパッタリング、イ
オンビーム等の方法で成膜することで形成される。ここではＩＴＯのみを用いた抵抗膜（
透明電極膜）として構成されている。なお、成膜にあたっての設定例としては、表面抵抗
を２００～１ｋΩ／ｓｑ．、厚みを２０ｎｍ以上４０ｎｍ以下、屈折率は１．９～２程度
である。
【００４０】
　ここで、一般にタッチパネル用フィルムでは、使用経過に伴ってフィルム内に酸素や水
蒸気が拡散侵入する。この酸素が侵入した状態で、光存在下での長時間の使用を続けた場
合、ＨＣ層中の樹脂分子が光酸化劣化等により低分子化する。この酸化反応は、当該フィ
ルムに対して波長３００ｎｍ以上５５０ｎｍ以下の光が継続的に照射されると、そのエネ
ルギーを受けて発生頻度が高まる。発明者らの検討によれば、このようなプロセスにより
、ＭＳ膜とＨＣ層との密着性が低下すると考えられる。
【００４１】
　これに対し本発明のフィルム１では、前述の通り、ＨＣ層４１の表面とその付近に無機
酸化物成分リッチな領域４１０を設けることにより、ＭＳ膜３とＨＣ層４１との親和性を
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改善しているので、互いの密着性が飛躍的に向上されている。したがって、前記界面付近
におけるＨＣ層４１の有機成分が、フィルム１内部に酸素が拡散侵入した状態で、外部か
らの前記一定波長の光照射を継続的に受けたとしても、ＭＳ膜３がＨＣ層４１の表面から
容易に剥離することはない。
【００４２】
　このような優れた耐光耐久性を備えることにより、フィルム１では安定した密着性が発
揮される。
　したがって本発明のフィルム１によれば、ＭＳ膜３とＨＣ層４１との密着性を向上させ
ることによって、大気中において水銀灯やキセノンランプなどに起因する波長の短い紫外
線等、比較的高照度の光照射を受けるような使用環境下でも、長期にわたって安定した密
着性が発揮され、優れた耐光耐久性を有するタッチパネルを実現できるので非常に有用性
が高い。
【００４３】
　以下、上記以外のタッチパネル用フィルムの実施の形態について、実施の形態１との差
異を中心に説明する。
　＜実施の形態２＞
　図２は、実施の形態２のタッチパネル用フィルム１Ａの構成を示す部分的な断面図であ
る。
【００４４】
　当図に示すフィルム１Ａの特徴は、中屈折層４２を省略し、ＨＣ層４１の上に直接低屈
折層４３を形成した点にある。この例でＭＳ膜３は、低屈折層４３と透明導電膜１３のみ
で構成される。ＭＳ膜３の厚みは３５ｎｍ～９０ｎｍ程度に設定されている。
　このような実施の形態２のフィルム１Ａにおいても、無機酸化物成分リッチな領域４１
０を配設することによって、フィルム１と同様にＨＣ層４１とＭＳ膜３（特に低屈折層４
３）との親和性が向上され、両者の密着性が向上されている。
【００４５】
　すなわち、製造後のフィルム１Ａを大気中に保管し、波長３００ｎｍ～５５０ｎｍ程度
の光照射を継続的に受けた場合であっても、ＨＣ層４１と中屈折層４２との界面付近にお
いて、ＨＣ層４１の劣化反応（有機成分が低分子化する反応）を生ずることが抑制される
。また、タッチパネルの使用中においても、十分な入力耐久性が発揮され、構成要素の剥
離を防いで安定したタッチパネル特性を長期にわたり維持することができる。
【００４６】
　＜実施の形態３＞
　図３は、実施の形態３のタッチパネル用フィルム１Ｂの構成を示す部分的な断面図であ
る。
　当図に示すフィルム１Ｂの特徴は、中屈折層および低屈折層を用いず、ＨＣ層４１の上
に直接、透明導電膜１３を形成した点にある。
【００４７】
　このような構成のフィルム１Ｂにおいても、実施の形態１及び２と同様に良好な耐光耐
久性及びタッチパネル特性が発揮される。
　また、本実施の形態３は、透明導電膜１３の膜厚が比較的厚い場合において、特に良好
な剥離防止効果を奏する。一般に、抵抗膜式タッチパネルの透明導電膜１３の厚みは１５
ｎｍから４０ｎｍ程度であるが、４０ｎｍ以上の厚みになると当該膜１３自体が有する応
力が強まるので、透明面状部材４との追従性が低下する。このため、ＨＣ層と透明導電膜
との間で密着性低下が生じやすくなる。
【００４８】
　しかしながら本発明では、ＨＣ層４１と透明導電膜１３との密着性が改善されているの
で、透明導電膜１３の厚みが３０ｎｍ以上の比較的厚い場合であっても、当該膜１３がＨ
Ｃ層４１側から容易に剥離することがない。このため、ＨＣ層４１に直接透明導電膜１３
を形成した構成においても、長期にわたって安定した密着性が発揮され、耐久性に優れた
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タッチパネルが実現される。
【００４９】
　＜実施の形態４＞
　図４は、実施の形態４のタッチパネル用フィルム１Ｃの構成を示す部分的な断面図であ
る。
　当図に示すフィルム１Ｃは、ＭＳ膜３及び透明面状部材４の積層構造は実施の形態１の
フィルム１と同様であるが、透明面状部材４において、ＨＣ層４１Ａ、４２Ａの内部に所
定のナノ微粒子５０を分散させた構成を特徴とする。
【００５０】
　ナノ粒子５０は、無機顔料（ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、アンチモンスズ酸化物（ＡＴＯ）の
うちの１種以上）からなり、平均一次粒径が（５～４０ｎｍ）の無機微粒子で構成されて
いる。
　ナノ粒子５０の添加濃度としては、ＨＣ層４１Ａ、４４Ａにおいて、乾燥後（有機溶媒
を含まない）の塗膜中での重量％濃度で、２０重量％以上９０重量％の範囲となるように
調整されている。このように設定されたＨＣ層でも、ＨＣ表面とその近傍領域における有
機成分の有機元素数Ａに対する、無機酸化物成分中の無機元素数Ｂ（ここではＳｉ、Ｚｒ
、Ｓｎ、Ｓｂの元素数の和）の比率Ｂ／Ａ（すなわち、（Ｓｉ＋Ｚｒ＋Ｓｎ＋Ｓｂ）／Ｃ
）を０．０５以上０．３５以下とすることができる。
【００５１】
　このようなナノ粒子５０を利用したＨＣ層４１Ａ、４４Ａを持つフィルム１Ｃにおいて
も、実施の形態１と同様に、フィルム１Ｃ中に酸素が侵入し、波長３５０ｎｍ以上５５０
ｎｍ以下の可視光照射を受ける使用環境において、主としてＭＳ膜３とＨＣ層４１Ａとの
間で優れた耐光耐久性が発揮されるとともに、良好なタッチパネル特性が得られる。
　本実施の形態４では、ＨＣ層４１Ａ、４４Ａのいずれにおいても、各々の層全体にわた
りナノ粒子５０を分散させた構成を例示したが、たとえば実施の形態１のＨＣ層４１のよ
うに、ＭＳ膜３と直接接触する表面付近にナノ粒子５０を偏在させるようにしてもよい。
この場合の製造方法としては、ＨＣ層の材料となる塗料（通常は有機溶媒を含む）を複数
用意してベースフィルム４０の表面に段階的に塗布し、最上位の表面部分として、ナノ粒
子５０を分散させた塗料を塗布・乾燥させることが例示できる。このような構成によって
も、ＨＣ層４１ＡとＭＳ膜３との密着性を向上させることができると考えられる。
【００５２】
　＜実施の形態５＞
　図５は、実施の形態５のタッチパネル用フィルム１Ｄの構成を示す部分的な断面図であ
る。当図では、紙面上方を入力面側（タッチ側）表面とし、下方を対向面側（ディスプレ
イ側）表面としている。
　当図に示すフィルム１Ｄは、ベースフィルム４０の両面にＨＣ層４１、４４を形成し、
対向面側のＨＣ層４１の表面に透明導電膜１３を積層してなる実施の形態３のフィルム１
Ｂを基本構造とする。そして、入力面側のＨＣ層４４の上に、中屈折層４２ａ、低屈折層
４３ａ、中屈折層４２ｂ、低屈折層４３ｂを順次積層するとともに、その最上層として滑
剤層４５を配設した構成を有する。中屈折層の４２ａと４２ｂ、低屈折層の４３ａと４３
ｂは、それぞれ同一の組成である。ＭＳ膜３の膜厚は２２０ｎｍ程度に設定される。この
ように中屈折層と低屈折層を交互に積層することによって、フィルム１Ｄに良好な光反射
防止（ＡＲ）特性が付与される。
【００５３】
　滑剤層４５は、フィルム１に滑性を付与することでタッチパネルのペンでの筆記入力特
性を改善するために設けられる層である。また、滑剤層４５を設けておくことで、入力と
ともに生じる摩擦力によってＭＳ膜３に生じる外力を低減させることができる。ここでは
公知のフルオロシラン系フッ素系防汚剤（たとえばダイキン工業株式会社製「オプツール
ＴＭＤＳＸ」）を用いて構成されている。
【００５４】
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　滑剤層４５の厚みは非常に薄く、約１ｎｍとすることができる。
　なお、本実施の形態５では、２種類以上の異なる材料で構成された層を積層してなる多
層構造でＭＳ膜３を構成しているが、この各層の積層順序はいずれであってもよい。図５
の例では、低屈折層４３ａ（または４３ｂ）を先にＨＣ層４４上に積層し、当該低屈折層
４３ａ（または４３ｂ）の上に中屈折層４２ａ（または４２ｂ）を積層してもよい。
【００５５】
　また、低屈折層および中屈折層の一組の積層単位は、これを２以上繰り返して積層して
もよい。中屈折層はＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５の内の１種以上を含む無機酸化物
層で構成することができる。このうち、Ｎｂ２Ｏ５を単独で用いた層の屈折率は２．３に
調整することができる。
　また、低屈折層は、ＳｉＯ２及びＳｎＯ２の少なくともいずれかを含む無機酸化物層で
構成することが可能である。ＳｉＯ２を単独で用いた層の屈折率は１．４６、ＳｉＯ２及
びＳｎＯ２で構成した層の屈折率は１．９にそれぞれ調整することができる。
【００５６】
　これらの低屈折層、中屈折層の各膜厚は、任意に調整が可能であり、例えば１０ｎｍ程
度から１２０ｎｍ程度の範囲にそれぞれ調整できる。このように、低屈折層および中屈折
層の積層単位を一組以上用いることで、後述する性能確認実験で示すように、人間が感知
し易い可視光（例えば５５０ｎｍ近傍の波長可視光）の反射率を効果的に低減でき、ＨＣ
層４４の耐光耐久性と相まって良好な効果を期待できる。但し、厚すぎると可視光透過率
が低下し、薄すぎると十分な強度及び反射率が得にくくなるため注意が必要である。
【００５７】
　また、本発明はこの構成に限定されず、積層順序を逆にすることもできる。或いは、多
段に中屈折層４５と低屈折層４６を積層して構成することも可能である。このような層構
成の調整を行うことで、タッチパネルに必要とされるＡＲ特性に合致させるようなＭＳ膜
を得ることができる。
＜実施の形態６＞
　図６は、実施の形態６のタッチパネル用フィルム１Ｅの構成を示す部分的な断面図であ
る。当図では、紙面上方を入力面側（タッチ側）表面とし、下方を対向面側（ディスプレ
イ側）表面としている。
【００５８】
　当図に示すフィルム１Ｅは、実施の形態３のフィルム１Ｂを基本構造とし、その入力面
側のＨＣ層４４の上に、中屈折層４２ａ、低屈折層４３ａを順次積層するとともに、その
最上層に低密度シロキサン層４６を形成した構成を有する。
　ここで言う低密度シロキサン層４６とは、ここではゾルゲル法に基づき所定の材料を塗
布・乾燥して構成された層であり、内部に多数の微細な空間（数～数十ｎｍの気泡）やメ
チル基、エチル基やフッ素基が存在する層である。これによりバルクＳｉＯ２（密度２．
２２ｇ／ｃｍ３）の屈折率１．４６よりも低屈折率となり、フィルム１Ｅに対して良好な
ＡＲ特性を付与することができる。
【００５９】
　当該層４６の化学構造を例示すると、たとえばシロキサン結合骨格を主体とし、これに
フルオロシラン化合物やメチル基、エチル基等が適量導入された構成が挙げられる。この
構成では、導入されたフルオロシラン化合物やメチル基がＳｉ原子と結合するので、Ｓｉ
Ｏ２を主体とするネットワーク構造の密度を低下させることができ、十分に低い屈折率を
持つ低密度シロキサン層４６を形成できる。
【００６０】
　このようなフィルム１Ｅにおいても、実施の形態１と同様にＨＣ層４４とＭＳ膜３との
間で良好な密着性が発揮され、互いに剥離を生じるのが効果的に防止される。また、低密
度シロキサン層４６を利用することで、良好な透明性を備えたタッチパネルを実現するこ
とができる。
　＜実施の形態７＞
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　図７は、実施の形態７にかかる抵抗膜式タッチパネル２（以下、単に「タッチパネル２
」と称する。）の構成と、これに組み合わされるＬＣＤとの構成例を示す組図である。ま
た図８は、当該タッチパネル２の断面図である。
【００６１】
　図７及び図８に示されるように、タッチパネル２では、上から順に反射防止（ＡＲ）フ
ィルム１１、フィルム１ａ、スペーサー１５、配線基板３０、リブスペーサー１７、フィ
ルム１ｂ等を積層してなる。フィルム１ｂの下面には、さらに接着層などを含む複数層か
らなる中間層２０を介してＬＣＤ２０１が同順に積層されており、全体としてＬＣＤ一体
型タッチパネルが構成されている。この構成のうち、フィルム１ａ、１ｂに実施の形態１
のタッチパネル用フィルム１が使用されている。
【００６２】
　なお、タッチパネル２と組み合わされるディスプレイは、当然ながらＬＣＤに限らず、
ＣＲＴ、有機ＥＬ、ＰＤＰ、電子ペーパー等の他の種類のディスプレイであってもよい。
　当該タッチパネル２は、いわゆる「４線式」と呼ばれる入力検出方法が採用されている
。
　ＡＲフィルム１１は、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）やＰＥＴをベースフィルムと
して、その入力面（タッチ面）側にベースフィルムからハードコート層と反射防止層を順
次形成したものである。通常、ＡＲフィルム１１とフィルム１ａは、不図示の接着層を介
して前面貼合されて用いられる。
【００６３】
　フィルム１ａ、１ｂは、それぞれの片面に形成されている透明導電膜１３ａ、１３ｂが
一定間隔をおいて対向するように、対をなして配置されている。各々のフィルム１ａ、１
ｂの少なくとも一方の対向表面側には、所望の表面粗さを持つ担持体を圧着したり（エン
ボス賦型）、ＨＣ層４１の形成前のＨＣ塗料中にＳｉＯ２などの微粒子（平均粒径数μｍ
）を適宜分散させておく等の方法を用いて表面に微細な凹凸処理を施すことも好適である
。これによりフィルム１ａ、１ｂにおけるニュートンリングの発生を効果的に抑制し、視
認性を向上させることができる。なお、当該ニュートンリング防止処理は必要に応じて適
宜実施すればよい。
【００６４】
　透明導電膜１３ａ、１３ｂは、ここでは低屈折層４３の表面でストライプ状の所定のパ
ターンをなすように形成されている。透明導電膜１３ａ、１３ｂの全体的なパターンとし
ては、図７に示す例では矩形状に形成しているが、これに限定されない。さらに、当該透
明導電膜１３ａ、１３ｂのｙ軸或いはｘ軸に並行な一対の辺に沿って、それぞれ引き出し
線１３１、１３２、１４１、１４２が配設され、全体としてｘｙ直交座標をなすように形
成されている。引き出し線１３１、１３２、１４１、１４２には、電極端子１３１ａ、１
３２ａ、１４１ａ、１４２ａが設けられる。図７中、１３３は、電極端子１３２ａと引き
出し線１３２との接続線である。
【００６５】
　透明導電膜１３ａ、１３ｂの周囲には、粘着材、粘着シート、プラスチックフィルム両
面に粘着材層を有する両面テープ等のいずれかで構成された高さ約５０μｍのリブスペー
サー１７が配設される。これにより、通常は当該透明導電膜１３ａ、１３ｂ同士が互いに
一定間隔１６を置くように対向配置されている。
　さらに、透明導電膜１３ｂの表面には、ｘｙ方向に沿ってマトリクス状に半球状の突起
スペーサー１５が一定間隔毎に配設され、透明導電膜１３ａ、１３ｂ同士の不要な接触が
回避されている。突起スペーサー１５は透明な光硬化型アクリル樹脂で作製され、フィル
ム１ａ、１ｂの対向距離に合わせ、例えば高さ１０μｍ、直径１０μｍ～５０μｍのサイ
ズに設定されている。図７では図示の都合上、実際より突起スペーサー１５のサイズを大
きく模式的に表している。当該突起スペーサー１５は、半球状以外の形状、例えば円錐状
や円柱状等としてもよい。
【００６６】



(14) JP 5341790 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

　透明導電膜１３ａ、１３ｂの間には、フィルム１ａ、１ｂ上の各々の電極端子１３１ａ
、１３２ａ、１４１ａ、１４２ａの位置に合わせ、フレキシブルコネクター３０が介設さ
れる。フレキシブルコネクター３０は、ＰＥＴ或いはポリイミド等の樹脂材料で作製され
たフレキシブル基板３０１に対し、当該基板表面にＡｕ、Ａｇ、Ｃｕ等の良好な導電性を
持つ材料からなる配線３０２～３０５が形成されてなる。配線３０２～３０５には電極端
子３０２ａ～３０５ａが形成され、前記電極端子１３１ａ、１３２ａ、１４１ａ、１４２
ａと接続されるようになっている。
【００６７】
　タッチパネル２の入力検出原理（４線式）は、駆動時において、ｙ軸に沿った引き出し
線１３１、１３２間に０～５Ｖ程度の直流電圧を印加しておく。ユーザによる入力がなさ
れると、ｘ軸に沿った引き出し線１４１、１４２を電圧検出電極としてｙ軸方向の位置デ
ータを獲得する。
　次に、ｘ軸に沿った引き出し線１４１、１４２間に電圧印加を行い、ｙ軸に沿った引き
出し線１３１、１３２を電圧検出電極としてｘ軸方向の位置データを獲得する。以上でｘ
ｙ両方の座標情報が得られる。タッチパネル２ではこの検出ステップを交互に繰り返すこ
とにより、逐次的にユーザからの入力情報を獲得し、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓ
ｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が実現される。
【００６８】
　ここにおいて、本実施の形態７のタッチパネル２の主たる特徴は、透明導電膜１３ａ、
１３ｂをそれぞれ片面に有するフィルム１ａ、ｂに、実施の形態１のタッチパネル用フィ
ルム１を使用した点にある。当該フィルム１ａ、１ｂは実施の形態１で述べたように、Ｈ
Ｃ層４１に所定の無機酸化物成分リッチな領域４１０を設けたことによって、主としてＭ
Ｓ膜３との間における密着性が向上されている。このため、タッチパネル２は構成要素が
強固な密着性を維持するように積層されており、長期にわたって優れた入力耐久性を発揮
できるようになっている。
【００６９】
　したがって、このような効果が得られることにより、タッチパネル２を紫外線照射量が
比較的多い野外で使用したり、高温環境下になりやすいカーナビゲーションシステムで使
用するほか、波長３００ｎｍ以上５５０ｎｍ以下の光が連続的に照射される環境で継続的
に使用しても、長期間にわたり安定した入力特性を維持することができる。
　なお、本発明のタッチパネルの構成は図７及び図８の構成に限定されるものではなく、
例えばフィルム１ｂにおけるベースフィルムをガラス基板で構成する、いわゆるＦ－Ｇタ
イプとしてもよい。
【００７０】
　また、タッチパネル２では実施の形態１のフィルム１をフィルム１ａ、１ｂとして利用
する例を示したが、フィルム１ａ、１ｂには当然ながらこれに限定されず、これ以外の実
施の形態２～６のフィルム１Ａ～１Ｅのいずれかを適用することができる。この場合、一
方のフィルムと他方のフィルムにそれぞれ別の実施の形態のフィルムを適用することもで
きる。
【００７１】
　なお、実施の形態１～４で例示したフィルム１、１Ａ～１Ｃのいずれかを適用する場合
、図１～図４に示した各々のフィルムのＭＳ膜３はタッチパネルにおいて互いに対向する
面側（対向面側）に配設されることとなる。一方、実施の形態５、６で例示したフィルム
１Ｄ、１Ｅのいずれかを適用する場合、図５、６に示す各々のフィルムのＭＳ膜３は、タ
ッチパネルの入力面側（タッチ側表面）またはＬＣＤ２０１側に配向される点に留意する
。
【００７２】
　また、上記Ｆ－Ｇタイプの構成においては、ガラス基板の代わりに、ガラス板または樹
脂板に上記面状部材のフィルム材料を適宜粘着材で貼着してなる積層体（Ｆ－Ｆ－Ｇタイ
プ、あるいはＦ－Ｆ－Ｐタイプとも称される）を配設するようにしてもよい。また、フィ
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ルムとガラス基板との積層枚数、積層順等についても適宜変更調整が可能である。
　さらに本発明を適用するタッチパネルの入力方式はいずれの方式であってもよく、例え
ば静電容量式であってもよい。
【００７３】
　＜フィルムの製造方法＞
　ここでは、実施の形態１のタッチパネル用フィルム１の製造方法を主として例示する。
　以下、１、２の各ステップではベースフィルムの両主面に同一構成のＨＣ層を形成する
場合を例示する。
　なお、各層の形成方法を例示するが、実施の形態によっては、各構成要素の積層順序が
変わるため、それぞれに応じて成膜順序を設定すべき点に留意する。
【００７４】
　１．ベースフィルム４０として、厚さ１８８μｍ、幅３００ｍｍのＰＥＴフィルム（東
洋紡績株式会社製「コスモシャイン　Ａ４３００」を用意する。
　２．ＨＣ層の作製
（実施の形態１～３、５、６のＨＣ層（特許文献５の記載に基づく無機酸化物成分リッチ
領域を有するＨＣ層）の作製）
　まず、特許文献５の実施例に従って、膜中にポリシロキサン結合を多量に含む紫外線硬
化型塗料を得る。
【００７５】
　調整した塗料は、例えばロールコーティング法に基づき、ベースフィルム４０の一方主
面に塗布する。その後、塗膜を乾燥させて余分な溶媒を除去する。この溶媒除去の際、い
わゆる塗料中の組成が分離し、当該塗料の塗膜表面の付近における無機酸化物（ポリシロ
キサン）成分と有機成分との元素数の比率（前述の比率Ｂ／Ａ）が、これ以外の当該塗膜
の領域よりも増加するように調整される。溶媒を揮発除去した後は、高圧水銀灯等を用い
て紫外線照射することで塗膜にＵＶキュアを行い、前記樹脂材料を重合させる。これによ
り、最終厚みが（１μｍ以上１０μｍ以下程度）のＨＣ層４１を形成する。同様の層をベ
ースフィルム４０の他方の主面にも形成し、ＨＣ層４４とする。最終的に、前記ポリシロ
キサン中のＳｉＯ２は、最終的に形成されるＨＣ層において、表面から深さ１０ｎｍ以内
の領域におけるＳｉとＣの元素数比Ｓｉ／Ｃが０．０５～０．３５の範囲となるように調
整する。
【００７６】
　なお、表面から深さ１０ｎｍ以内の領域における前記元素数比は、一定とすることもで
きるが、表面から深さ方向に向かって、当該元素数比を漸減させ、いわゆる傾斜組成とな
るように設定してもよい。この場合は、前述した特許文献５記載の方法を実施する他、前
記ポリシロキサンの含有量が異なる塗料を数段階に分け、重ねて塗布する方法が挙げられ
る。
（実施の形態４のＨＣ層（無機酸化物ナノ粒子分散型ＨＣ層）の作製）
　紫外線（ＵＶ）硬化樹脂材料と、Ｓｉ，Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂの少なくともいずれかの元素
（無機成分）を含むナノ酸化物粒子材料を添加し、ＭＥＫ、ＭＩＢＫ、イソブチルアルコ
ール（ＩＢＡ）、エチルアルコール、メチルアルコール、ノルマルブチルアルコール（Ｎ
ＢＡ）、シクロヘキサノン（ＣＡＮ）、ジアセチルアセトン（ＤＡＡ）、酢酸ブチル、イ
ソプロピルアルコール（ＩＰＡ）等の溶媒を加えて塗料（揮発性溶液）を調整する。これ
らの材料としては、パウダーまたは有機溶媒に均一分散された各種市販品を利用すること
ができる。
【００７７】
　紫外線硬化樹脂は、骨格中にビニル基を含むものであれば良く、例えば３官能モノマー
としてトリメチロールプロパントリアクリレートあるいはそれのＥＯ変性、ＰＯ変性物、
４官能モノマーとしてはペンタエリスリトールテトラアクリレート、６官能モノマーとし
てはジペンタエリスリトールヘキサアクリレートなどが例示できる。また、ビニル基を含
むオリゴマー成分を適宜選択して導入しても良い。
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【００７８】
　重合開始剤としては、例えばチバ・スペシャリティー・ケミカルズ株式会社製イルガキ
ュア９０７（２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルホリノプロパ
ン－１－オン）などを用いる。
　ナノ粒子５０としては、無機顔料（ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、アンチモンスズ酸化物（ＡＴ
Ｏ）のうちの１種以上）からなり、一次粒径が５ｎｍ以上４０ｎｍ以下程度の無機酸化物
微粒子を用いる。
【００７９】
　ナノ粒子５０の添加濃度については、最終的に形成されるＨＣ層４１Ａ、４４Ａ内にお
いて、乾燥後（有機溶媒を含まない）の塗膜中での重量％濃度で５０重量％以上９０重量
％の範囲となるように調整する。これにより、当該ＨＣ層中において、有機成分中の有機
元素数Ａに対する無機酸化物中の無機元素数Ｂの比率Ｂ／Ａを、元素数比で０．０５以上
０．３５以下となるように調整する。
【００８０】
　なお、当該層中の有機成分中の有機元素数Ａに対する無機酸化物中の無機元素数Ｂの比
率Ｂ／Ａが、元素数比で０．３５よりも高い場合は、紫外線硬化時の重合率が低下する傾
向がみられる。これは、無機酸化物成分が紫外線硬化樹脂中の相当な体積を占有するため
に、ラジカル重合反応を阻害することに起因すると考えられる。
なお、重合率は、赤外線吸収スペクトル測定などにより、硬化膜後のＣ＝Ｃ結合の消失に
より推定することができる。
【００８１】
　なお、この実施の形態４を用いたＨＣ層の具体的な成膜方法については、例えば特許文
献６の記載を参考にすることができる。
　３．中屈折層の作製
　スパッタリング成膜装置の内部に成膜対象のフィルムを載置する。そして装置内部を十
分に減圧するとともに、酸素、窒素等のガスを導入し、ターゲットにシリコンを用いたス
パッタリングを実施する。これによりＨＣ層４１の上に、オキソ窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）
からなる屈折率１．７４の無機層を形成し、中屈折層４２とする。なお、ＳｉＯＮの屈折
率は、スパッタリング中の酸素と窒素ガスの流量比により制御することができる。
【００８２】
　なお、最終的な膜厚は、６０ｎｍ（４５ｎｍ以上７０ｎｍ以下の範囲）に設定する。
　また、中屈折層４２は、上記した組成の他、例えばＳｉＯ２－ＳｎＯ２系の組成で構成
することもできる。さらに成膜法もスパッタリング法等の真空成膜法に限定せず、所定の
材料を用い、大気雰囲気下でゾルゲル法に基づいてウェットコートにより成膜しても良い
。例えば、ＨＣ層４１の最表面上において、Ｓｉ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｚｒの少なくとも何れか
の元素を含む化合物を１種又は２種以上含有する無機成分（例えば酸化チタンゾル）を含
む有機・無機複合材料を含有し、且つ、所定の粒径を持つ粒子状無機フィラーを分散させ
て形成することもできる。前記粒子状無機フィラーには、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ

３、ＺｒＯ２の少なくとも何れかを利用できる。その平均粒径は特に限定されず、例えば
１０ｎｍ～７０ｎｍ程度が例示できる。層厚みは４０ｎｍ以上９０ｎｍ以下に設定できる
。
【００８３】
　ここで、例えばＺｒＯ２単体の屈折率は２．２～２．４程度であるが、有機材料と複合
化することで１．６～１．９の範囲に低下する。また膜厚を上記範囲とすることで、好ま
しい光透過特性を実現することができる
　４．低屈折層の作製
　成膜装置内部に、成膜対象のフィルムを載置する。装置内部を十分に減圧した後に酸素
ガスを導入し、ターゲットにＳｉ材料を用いてスパッタリングを実施する。これにより中
屈折層４２の上に、厚さ３０ｎｍ（１５ｎｍ以上３５ｎｍ以下の範囲）のＳｉＯ２膜を形
成し、第二の屈折層（低屈折層）４３を得る。
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【００８４】
　なお、低屈折層４３の成膜方法も中屈折層４２と同様に薄膜形成法に限定されず、これ
以外の形成方法で形成してもよい。例えば、ＳｉＯ２成分を分散させた溶液を用いたゾル
ゲル法で形成することもできる。当該ゾルゲル法は塗布方法の一つであり、比較的大面積
へ成膜する場合に製造効率が良い。
　５．透明導電膜の作製
　スパッタリング成膜装置内部に、成膜対象のフィルムを載置する。装置内部を減圧する
とともにＡｒと酸素ガスを導入し、ターゲットに酸化インジウムと酸化錫を混合して焼結
させたセラミックターゲット等を用いてスパッタリングを実施する。Ａｒガスと酸素ガス
の流量比は、所定のタッチパネル特性（表面抵抗や透明性）が得られるように事前に確認
された値に適宜設定する。また、スパッタに必要な放電電力やスパッタリング時間も適宜
調整する。これにより、最終生成物として表面抵抗が２００Ω／ｓｑ．以上１ｋΩ／ｓｑ
．以下、且つ、厚みが２０ｎｍ以上４０ｎｍ以下の透明導電膜１３（ＩＴＯ膜）を得る。
なお、透明導電膜１３の結晶性は、前記スパッタリング法による成膜の際に、例えばＩｎ

２Ｏ３－ＳｎＯ２セラミックターゲットのＳｎＯ２組成を低くしたもの（ＳｎＯ２組成が
３～１０ｗｔ％含有）を用い、基板温度を調整することで制御できる。
【００８５】
　透明導電膜材料としては、ＩＴＯ以外にも、アンチモン添加酸化鉛、フッ素添加酸化錫
、アルミニウム添加酸化亜鉛、カリウム添加酸化亜鉛、シリコン添加酸化亜鉛、酸化亜鉛
－酸化錫系、酸化インジウム－酸化錫、スズ酸化膜の中から選択された１種以上が例示で
きる。
　これによりＭＳ膜３が形成される。
【００８６】
　この透明導電膜１３についても低屈折層４３、中屈折層４２と同様に塗布方法で形成で
きる。この場合、ＰＳＳ／ＰＥＤＯＴなどのチオフェン系導電性高分子材料やバインダー
にカーボンナノチューブなどの導電材料を分散させてなる塗料を用いることができる。
　６．滑剤層の作製
　例えばダイキン工業株式会社製「オプツールＴＭＤＳＸ」をパーフルオロヘキサンを用
い、濃度を０．１重量％に希釈する。次に、この塗料をグラビア法によりＭＳ膜表面に塗
布して乾燥することで、最終厚み約１ｎｍのフッソ系滑剤層を得る。
【００８７】
　７．低密度シロキサン層の作製
　所定容量のフルオロシラン化合物あるいはメチル基、エチル基等を有する有機シラン材
料を用意する。
　これらの材料をゾルゲル法に基づき塗料化し、塗布・乾燥させることにより、低密度の
シロキサンからなる層を形成する。
【００８８】
　具体的には、ジエチルジエトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、テトラエトキシ
シランなどの有機シラン材料の一部加水分解、脱水縮合させたものと、これにＩＰＡやＩ
ＢＡなどのアルコール系有機溶媒、水、塩酸を配合させたものを塗料とする。この塗料を
、グラビアコート法、スピンコート法、ディップコート法などで所望の厚みに塗布するこ
とで低密度シロキサン層を得ることができる。
【００８９】
　以上の手順で、本発明のタッチパネル用フィルムが完成する。　
　＜性能確認実験＞
　次に、本発明の性能を確認するために実施例を作製し、各種実験を行った結果について
説明する。
（実施の形態１～３、５～６のＨＣ層（特許文献５による無機酸化物成分リッチ領域を有
するＨＣ層の性能確認実験）
　実施の形態１～３、５、６に示したＨＣ層を用いた場合における、ＨＣ層とＭＳ膜との
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密着性について確認試験を行った。
【００９０】
　実施例のサンプルとして、上記したフィルムの製造方法に基づき、実施の形態１と同様
の構成を作製した。
　比較例のサンプルとして、シロキサン成分を全く含まないＨＣ膜を用意した。
　具体的な作成手順は以下の通りである。
（塗料の用意）
　エポキシアクリレート８重量部、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート２２重量
部、光重合開始剤（チバ・スペシャリティー・ケミカルズ株式会社製イルガキュア１８４
）１．５重量部、ＭＥＫとシクロヘキサノン５０：５０混合溶媒を７０重量部で調整した
塗料を用意した。
（ＨＣ膜の形成）
　前記塗料をマイヤーバー（＃１０）でベースフィルム（ＰＥＴフィルム、東洋紡績コス
モシャインＡ４３００－１８８μｍ厚み）に塗布形成後、８０℃にて有機溶媒を揮発させ
た。次に、窒素パージ雰囲気下において高圧水銀ランプを用いて紫外線を照射することで
約５μｍのＨＣ膜を得た。
【００９１】
　なお、実施例及び比較例の両方とも、ＨＣ層の厚みを変化させた複数のサンプルを作製
した。
　試験方法として、まずサンプルのタッチパネル用フィルムに形成したＭＳ膜に対し、そ
の１ｍｍ四方の表面に合計１００個のマス目をカッターでハーフカット処理して設けた。
次に、スガ試験機株式会社製の紫外線フェードメーター（カーボンアーク）を用い、前記
ハーフカット処理したＭＳ膜を形成した表面と反対側の表面から、各々のサンプルに対し
て連続的に所定波長の紫外線を照射した。この紫外線照射中、４８時間ごとにサンプルを
試験機から取り出し、ＭＳ膜表面にニチバン株式会社製セロファンテープを貼着して、Ｍ
Ｓ膜の剥離テストを行った。このときの剥離の発生の有無は目視にて確認した。
【００９２】
　なお、本効果の検証は最大１２００ｈｒまで実施したがそれ以上は実施しなかった。
　試験結果を表１に示す。
【００９３】
【表１】

　表１に示す結果から、実施例のサンプルは比較例のサンプルに比べ、長時間にわたる紫
外線照射を受けても剥離の発生が抑制され、良好な耐光耐久性を有していることが確認で
きた。特に、実施例のサンプルは、ＨＣ層の厚みを増加させても剥離の発生が効果的に防
止できる点は高く評価できる。すなわち、本発明はＨＣ層の厚みにそれほど依存すること
なく、ＭＳ膜とＨＣ層間の剥離を防止する効果が認められるため、設計上の制約が小さく
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、実際に本発明を実現する上で極めて有用性が高いと考えられる。
（実施の形態４のＨＣ層（無機酸化物ナノ粒子分散型ＨＣ層）の性能確認実験）
　実施の形態４に示したナノ粒子を用いた場合における、ＨＣ層とＭＳ膜との密着性につ
いて確認試験を行った。実施例と比較例の各サンプルは以下のものを用意した。
【００９４】
　実施例１；
　ＰＥＴ製のベースフィルム（透明基板）として、東洋紡績株式会社製「Ａ４３００－１
８８μｍ厚み」を用意した。
　ＳｉＯ２からなるナノ粒子が溶媒乾燥後のＨＣ層に３５～４０重量％含まれる塗料とし
て、ＪＳＲ株式会社製Ｚ７５２４を用いた。これを前記ベースフィルム上に塗布し、溶媒
を除去して紫外線を照射することにより厚み５μｍのＨＣ層を構成した。
【００９５】
　ここで得られたＨＣ表面のＸＰＳによる元素数比測定結果は、Ｓｉ／Ｃ＝０．２２５で
あった。
　実施例２；
　特許文献６に記載と同様な方法で、ＡＴＯ、ＳｎＯ２、ＺｒＯ２ナノ粒子を含む塗料を
作成した。これを前記ベースフィルム上に塗布し、溶媒を除去して紫外線を照射すること
により厚み２μｍのＨＣ層を構成した。
【００９６】
　ここで得られたＨＣ表面のＸＰＳによる元素数比測定結果は、（Ｚｒ＋Ｓｎ＋Ｓｂ）／
Ｃ＝０．１１９であった。
　比較例１；
　実施例２のサンプルにおいて、ナノ粒子を未添加とした点のみ異なる構成を別途作製し
た。
【００９７】
　ここで得られたＨＣ表面のＸＰＳによる分析では、Ｓｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂなどの元素
は測定範囲内で確認することができなかった。
　次に、上記作製した各々のＨＣ層の上に、上層から下層の順にＩＴＯ（３０ｎｍ）／Ｓ
ｉＯ２（６０ｎｍ）／ＳｉＯ２－ＳｎＯ２（屈折率１．７０、３０ｎｍ）／Ｓｉ（１ｎｍ
）を積層した構成を持つＭＳ膜を積層した。ＩＴＯ成膜温度は１５０℃、それ以外の層の
成膜温度は６０℃に設定した。
【００９８】
　以上で実施例１、２、比較例１のタッチパネル用フィルムを作製した。
　続いて、上記作製した各サンプルに対し、室温状態において、スガ試験機株式会社製の
紫外線フェードメーターを用い、波長３００ｎｍ以上５５０ｎｍの高照度での光照射を行
った。このときに剥離が発生した時間を測定した。剥離の有無は目視にて確認した。
　なお、本効果の検証は最大１６８０ｈｒまで実施したがそれ以上は実施しなかった。
【００９９】
　その実験結果を表２に示す。
【０１００】
【表２】
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　表２に示すように、比較例１では試験開始後２４０時間程度で剥離を発生することが確
認された。
　これに対し、実施例１、２は、いずれも１２００時間またはそれ以上の剥離寿命を発揮
することが確認された。特に実施例２については、１６８０時間経過後も剥離を発生する
ことがなく、安定したタッチパネル用フィルム特性を発揮できることが分かる。
【０１０１】
　このような結果が得られた理由として、実施例１、２ではナノ粒子の配合により、ＨＣ
層が無機酸化物成分リッチな構成となったため、無機材料からなるＭＳ層に対して親和性
が高まり、密着性が向上したものと考えられる。一方、このようなナノ粒子を分散させて
いないＨＣ層を配設した比較例１では、その分、実施例１、２よりも密着性が不足し、早
期に剥離を発生したものと思われる。
（低屈折層及び中屈折層の多層構造の反射防止特性に関する性能確認実験）
　本発明のフィルムをタッチパネルで使用する場合、長期間の使用にわたり、ディスプレ
イ面の外光反射を低減し、視認性の向上を図ることは重要である。そこでＭＳ膜を、所定
の組成及び膜厚からなる低屈折層及び中屈折層を多層構造として構成した場合における反
射防止特性を調べた。
【０１０２】
　実施例３として、ＨＣ層側から、以下に示す無機酸化物層である第一層～第四層を順次
積層したフィルムを作製した。これらの各層は、スパッタリング装置の内部に成膜対象フ
ィルムを載置し、装置内部を減圧するとともにＡｒガス及びＯ２ガスを導入し、各種セラ
ミックターゲットを用いて形成した。ここで、第一層と第二層、第三層と第四層が、それ
ぞれ実施の形態５で言及した積層単位に相当する。
【０１０３】
　第一層（中屈折層）は、膜厚１３ｎｍ、屈折率２．３の酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）層と
した。
　第二層（低屈折層）は、膜厚２５ｎｍ、屈折率１．４６の酸化珪素（ＳｉＯ２）層とし
た。
　第三層（中屈折層）は、膜厚１１２ｎｍ、屈折率２．３の酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）層
とした。
【０１０４】
　第四層（低屈折層）は、膜厚９０ｎｍ、屈折率１．４６の酸化珪素（ＳｉＯ２）層とし
た。
　実施例４として、ＨＣ層側から、以下に示す無機酸化物層である第一層～第四層を順次
積層したフィルムを作製した。成膜条件は、材料以外は実施例３とほぼ同様に設定した。
ここで、第一層と第二層、第三層と第四層がそれぞれ実施の形態５で言及した積層単位に
相当する。
【０１０５】
　第一層（中屈折層）は、膜厚２５ｎｍ、屈折率１．９の酸化珪素－酸化スズ（ＳｉＯ２

－ＳｎＯ２）層とした。
　第二層（低屈折層）は、膜厚２８ｎｍ、屈折率１．４６の酸化珪素（ＳｉＯ２）層とし
た。
　第三層（中屈折層）は、膜厚８５ｎｍ、屈折率１．９の酸化珪素－酸化スズ（ＳｉＯ２

－ＳｎＯ２）層とした。
【０１０６】
　第四層（低屈折層）は、膜厚９０ｎｍ、屈折率１．４６の酸化珪素（ＳｉＯ２）層とし
た。
　これらの実施例３、４は、上記成膜面を測定面とし、裏面を反射を遮るためにサンドペ
ーパーで荒らした後、５°正反射スペクトルの測定に供した。その測定結果を図９、１０
に示す。
【０１０７】
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　図９、１０に示す結果が示すように、実施例３、４ともに、人間が感知し易い波長５５
０ｎｍ付近での可視光反射率を低減できることが分かった。また、これ以外の波長領域で
も、ある程度の可視光反射率が抑制されているのが確認できる。これにより、実施例３、
４のフィルムをディスプレイ面に配設した場合には、良好な反射防止特性を期待すること
ができる。
【０１０８】
　また、これらの実施例３、４ではＨＣ層を形成しているので、上記した良好な反射防止
特性が長期間にわたり発揮することも期待できる。
　また、実施例３、４では２単位の積層構造としたが、これ以上の積層単位を持つ積層構
造としても、同等以上の反射率防止特性が期待できる。但しこの場合、可視光透過率の低
下には留意すべきである。
【０１０９】
　＜その他の事項＞
　上記実施の形態では、各構成の特徴を説明するため、透明面状部材の一方の主面にのみ
ＭＳ層を形成する場合を示したが、当然ながら本発明はこれに限定されず、両方の主面に
それぞれＭＳ膜を形成することができる。この場合、透明基板の両周面に設けるＨＣ層に
ついて、それぞれ本発明の構成（組成分離による無機酸化物成分リッチな領域を有するＨ
Ｃ層、または無機酸化物ナノ粒子分散型ＨＣ層）を適用させるべき点に留意する。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明のタッチパネル用フィルムは、パーソナルコンピュータのディスプレイに適用す
るタッチパネルの他、例えば紫外線照射量が比較的多い野外使用や、高温高湿条件下での
使用が想定されるカーナビゲーションシステムのディスプレイ用タッチパネルなど、幅広
い用途で利用することが可能である。
　もちろん本発明のタッチパネル用フィルムは、他のいかなるディスプレイに搭載される
タッチパネルの構成要素としても利用することでより一層の信頼性を高めることができる
。
【符号の説明】
【０１１１】
　１、１Ａ～１Ｅ、１ａ、１ｂ　　タッチパネル用フィルム
　２　　タッチパネル
　３　　多層無機酸化物層（ＭＳ膜）
　４　　透明面状部材
　１３、１３ａ、１３ｂ　　透明導電膜（透明電極膜）
　４０　　ベースフィルム
　４１、４１Ａ、４４、４４Ａ　　ハードコート（ＨＣ）層
　４２、４２ａ、４２ｂ　中屈折層（第一屈折層）
　４３、４３ａ、４３ｂ　　低屈折層（第二屈折層）
　４５　　滑剤層
　４６　　低密度シロキサン層
　５０　　ナノ粒子（無機酸化物微粒子）
　１３１、１３２、１４１、１４２　　引き出し線
１３３　　接続線
　１３１ａ、１３２ａ、１４１ａ、１４２ａ　　電極端子
３０２、３０３、３０４、３０５　　引き出し線
３０２ａ～３０５ａ　　電極端子
　３０１　　フレキシブル基板
　４１０、４４０　　無機酸化物成分リッチな領域
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